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平成 29年３月３日 

各 位                        

                      

 

 

 

                   

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年３月 29 日開催予定の当社第 41 回定時株

主総会に、下記のとおり「定款一部変更」について付議することを決議いたしましたので、お

知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

（１）今後の事業内容の多様化に備えるため、現行定款第２条（目的）につきま

して、事業目的を変更するものであります。 

（２）経営環境の変化に迅速に対応するとともに、当社の経営体制の一層の強化・

充実を図る目的で、現行定款第 18条（員数）につきまして、員数の増加を

行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

変更は次のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変  更  案 

第１章 総則 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的 

とする。 

  １．不動産の売買、仲介、管理及び賃貸 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

第１章 総則 

（目的） 

第２条 （現行どおり） 

  

 １．（現行どおり） 

  ２． 不動産の所有、管理及び利用 

  ３． ホテル・旅館等の宿泊施設、食堂、レ

ストランの経営及び施設の賃貸 

  ４． 不動産特定共同事業法にもとづく事業 
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（新設） 

 

  ２．損害保険の代理業及び生命保険の募 

集業 

  ３．土木建築工事の設計、監理及び施工 

 

  ４．前各号に付帯関連する一切の事業 

 

（新設） 

  ５． 特定目的会社、特別目的会社及び不動

産投資信託に対する出資並びに出資

持分の売買、仲介及び管理 

  ６． 損害保険の代理業及び生命保険の募 

集業 

  ７． 土木建築工事の設計、監理及び施工 

 

  ８． 前各号に付帯関連する一切の事業 

  

  ９． 前各号の事業を遂行するため、出資、

保証又は会社若しくは団体の発起人

となること 

第４章 取締役及び取締役会 

（員数） 

第 18 条 当社の取締役は、７名以内とする。 

第４章 取締役及び取締役会 

（員数） 

第 18 条 当社の取締役は、10名以内とする。 

 

３．日程 

定款変更のための定時株主総会開催日   平成 29年３月 29日（水） 

定款変更の効力発生日          平成 29年３月 29日（水） 

 

以 上 

 


